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服務が良好でない者の定義等について（通達） 
 

改正 平成26年 4月 1日 

 

標記について、下記のとおり定める。 

なお、防医学第１５号（５２．１．２０）「防衛医科大学校学生の服務評定について

（通達）は廃止する。 

 

記 

 

１ 服務が良好でない者の定義 

 (１) 医学科学生の成績評定、進級及び卒業等に関する達（昭和５０年防衛医科大学

校達第５号）第８条第１項第４号に規定する「服務が良好でない者」とは、服務

評定においてＤの評定を受けた者をいう。 

 (２) 看護学科学生の成績評定、進級及び卒業に関する達（平成２６年防衛医科大学

校達第１６号）第８条第１項第３号に規定する「服務が良好でない者」とは、服

務評定においてＤの評定を受けた者をいう。 

 

２ 服務評定要領 

服務評定要領は、学生部長が定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

配布区分：事務局総務部長 


